ライセンス契約書

本契約は、〇〇（以下「ライセンサー」という。）と、△△（以下「ライセンシー」という。）との間で、ライセンサーが保有する知的財産の利用許諾に関し、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
ライセンサーは、自己が保有する知的財産をライセンシーに利用許諾し、ライセンシーはこれを本契約の条件に従って使用することを目的として本契約を締結する。

第2条（知的財産の範囲）
1. 本契約において「知的財産」とは、以下のいずれかを含む。
　① 商標・ロゴ
　② 著作物（デザイン、画像、文章、キャラクター等）
　③ 技術情報・ノウハウ
　④ 意匠・特許・プログラム
2. 具体的な対象は別紙「知的財産一覧」に定める。

第3条（利用許諾の範囲）
1. ライセンサーは、別紙に定める範囲に限り、知的財産の利用を許諾する。
2. 許諾範囲には以下を明確に規定する。
　① 使用目的
　② 使用地域
　③ 使用方法（印刷物・Web・商品化など）
　④ 商品ジャンル・サービス内容
　⑤ 使用期間
3. 許諾範囲外の利用は、事前にライセンサーの書面承諾を得なければならない。

第4条（サブライセンスの禁止）
ライセンシーは、ライセンサーの承諾なく第三者に再利用許諾（サブライセンス）をしてはならない。

第5条（ロイヤリティ）
1. ライセンシーは、知的財産利用の対価としてロイヤリティを支払う。
2. ロイヤリティの金額・料率・支払方法・支払時期は別紙「ロイヤリティ条件書」に定める。
3. 売上に基づく料率制の場合、ライセンシーは売上報告書を毎月提出するものとする。

第6条（表示義務）
ライセンシーは、商品・広告物・Webページ等に、ライセンサーが指定する著作権表示・商標表示を行わなければならない。

第7条（品質管理）
1. ライセンシーが知的財産を使用する商品・サービスは、ライセンサーの品質基準を満たさなければならない。
2. ライセンサーは、品質確認のため、製品・広告物の提出を求めることができる。

第8条（禁止事項）
ライセンシーは以下を行ってはならない。
1. 許諾範囲を超えた利用
2. 知的財産の改変・切り取り・加工（事前承認がある場合を除く）
3. 競合他社商品の宣伝に知的財産を使用する行為
4. 品位を損なう利用、公序良俗に反する利用
5. ライセンサーの信用を害する行為

第9条（知的財産権の帰属）
知的財産に関する権利はすべてライセンサーに帰属する。
ライセンシーは、本契約に基づく利用許諾を受けるのみで、権利を取得するものではない。

第10条（第三者からの権利侵害の主張）
1. 知的財産に関して第三者から侵害の主張があった場合、ライセンシーは速やかにライセンサーへ通知する。
2. 対応方法は、原則としてライセンサーが指示・決定する。

第11条（秘密保持）
1. 当事者は、本契約を通じて知り得た技術情報・営業情報を第三者に漏洩してはならない。
2. この義務は契約終了後も3年間存続する。

第12条（契約期間）
1. 契約期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
2. 期間満了の30日前までに書面通知がなければ、同一条件で自動更新される。

第13条（契約の解除）
1. ライセンシーが以下のいずれかに該当した場合、ライセンサーは催告なくして契約を解除できる。
　① 許諾範囲外の利用
　② ロイヤリティの不払い
　③ 知的財産の改変・毀損
　④ 品質基準に反する行為
　⑤ 秘密保持義務違反
2. 解除により損害が生じた場合、違反者はその損害を賠償する。

第14条（契約終了後の処理）
1. ライセンシーは、契約終了後、知的財産の使用を直ちに停止する。
2. 在庫品の取り扱いは、当事者協議により定める。

第15条（不可抗力）
天災、事故、通信障害、法令改正等の不可抗力により履行が困難となった場合、当事者はその責を負わない。

第16条（紛争解決）
協議でも解決しない場合、ライセンサー所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条（契約書の作成）
本契約締結の証として本書2通を作成し、当事者双方が記名押印のうえ各1通を保持する。



令和　年　月　日

ライセンサー　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

ライセンシー　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）

